
さいたま市監査委員告示第５４号 

地方自治法第１９９条第１４項の規定により、令和３年１月６日付けさいたま市監査

委員告示第２号で公表した工事監査の結果に基づき、さいたま市長から措置を講じた旨

の報告があったので、別添のとおり告示する。 

令和３年４月６日 

さいたま市監査委員 大 矢 幸 子 

同   工 藤 道 弘 

同   伊 藤  仕 

同   松 下 壮 一 



指摘事項措置報告書

環境局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

施設部 

環境施設管理課 

・さいたま市クリーンセンター大崎第

１工場外解体等工事 

安全管理について、ストックヤード

の再整備に伴う枠組足場最上段の一

部で壁型枠の精度確認を行っている

が手すり等の設備が確認できず、墜

落のおそれがあることから、「労働安

全衛生規則」第５１９条に基づき、発

注者から囲い等の設置を指示する

等、適正な施工監理を行うべきであ

る。 

工事完成書類について、工事完成通

知書及び工事完成検査結果の決裁を

部長決裁とすべきところを課長決裁

としていたことから、「さいたま市事

務専決規程」第３条により、適正に文

書処理するべきである。 

今後につきましては、「労働安全衛生規

則」に基づき、適切な墜落防止対策を行うた

め、監督職員に対する周知及び受注者に対

する指導を徹底し、安全確保に努めます。 

今後につきましては、「さいたま市文書管

理規則」を遵守し、工事完成通知書及び工事

完成検査結果の決裁を適切な専決で適正に

文書処理するように努めます。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

まちづくり推進部 

日進・指扇周辺まちづくり事務所 

・指扇土地区画整理事業 区６－５号

線外雨水管渠布設工事 

「建設工事に係る資材の再資源化等に

関する法律」第１１条に基づく手続

について、市長への通知が見受けら

れないことから、同法に基づき、適

正に通知するべきである。 

安全管理について、即日復旧による

深さ２ｍ以上の開削工開口部端に墜

落のおそれがあることから、「労働安

全衛生規則」第５１９条に基づき、発

注者から囲い等の設置を指示する

等、適正な施工監理を行うべきであ

る。 

・指扇土地区画整理事業 二号街区公

園予定地整地工事（Ｒ１） 

検査結果について、工事検査結果の

決裁を部長決裁とすべきところを所

長決裁としていることから、「さいた

ま市事務専決規程」第３条により、適

正に文書処理するべきである。 

今後につきましては、さいたま市事務専

決規程に基づき技術管理課が作成した文書

事務処理一覧表（土木）を活用して適正な事

務処理を行い、再発防止に努めます。 

今後につきましては、即日復旧による深

さ２ｍ以上の開削工事の際に、受注者に対

して、「労働安全衛生規則」第５１９条に基

づき労働者の適正な安全管理措置を行うよ

う指導を徹底し、適正な施工監理に努めま

す。 

今後につきましては、「さいたま市事務専

決規程」第３条に基づき書類の決裁区分の

確認を徹底し、適正な事務処理を行い、再

発防止に努めます。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

まちづくり推進部 

東浦和まちづくり事務所 

・東浦和第二土地区画整理事業 道路

整備工事（中尾３号線外） 

工期延長手続について、工期延長申

請書の決裁を部長決裁とすべきとこ

ろを所長決裁としていることから、

「さいたま市事務専決規程」第３条

により、適正に文書処理するべきで

ある。 

・東浦和第二土地区画整理事業 道路

整備工事（田島大牧線） 

工期延長手続について、工期延長申

請書の決裁を部長決裁とすべきとこ

ろを所長決裁としていることから、

「さいたま市事務専決規程」第３条

により、適正に文書処理するべきで

ある。 

今後につきましては、「さいたま市事務専

決規程」第３条に基づき書類の決裁区分の

確認を徹底し、適正な事務処理を行い、再発

防止に努めます。 

今後につきましては、「さいたま市事務専

決規程」第３条に基づき書類の決裁区分の

確認を徹底し、適正な事務処理を行い、再発

防止に努めます。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

まちづくり推進部 

与野まちづくり事務所 

・南与野駅西口土地区画整理事業 南

与野駅西通り線道路整備外工事 

（３０－３） 

設計書について、矢板建込による支

保工の設置・撤去費が計上されてお

らず、契約後の協議により増額計上

していることから、設計内容を詳細

に把握し、適正に設計するべきであ

る。 

「建設工事に係る資材の再資源化等

に関する法律」第１１条に基づく手

続について、市長への通知が見受け

られないことから、同法に基づき、適

正に通知するべきである。 

安全管理について、排水構造物の施

工に伴う掘削深が１．５ｍを超えて

いるにもかかわらず土留めを設置し

ていないことから、「建設工事公衆災

害防止対策要綱」第４７に基づき、適

正に設置するべきである。 

今後につきましては、当初設計時に内容

の確認を徹底し、現場状況の把握も踏まえ、

適正な設計を行うように努めます。 

 今後につきましては、さいたま市事務専

決規程に基づき技術管理課が作成した文書

事務処理一覧表（土木）を活用して、適正な

事務処理を行い、再発防止に努めます。 

今後につきましては、受注者側に対して

「建設工事公衆災害防止対策要綱」第４７

に基づく災害防止対策の措置について指導

し、適正な施工監理に努めます。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

まちづくり推進部 

与野まちづくり事務所 

・南与野駅西口土地区画整理事業 南

与野駅西通り線道路整備外工事 

（３０－３） 

安全管理について、深さ２ｍ以上の

開削工開口部端に墜落のおそれがあ

ることから、「労働安全衛生規則」第

５１９条に基づき、発注者から囲い

等の設置を指示する等、適正な施工

監理を行うべきである。 

安全管理について、掘削作業で移動

はしごを使用しているが、固定状況

が見受けられないことから、「労働安

全衛生規則」第５２７条に基づき、発

注者から転位を防止するために必要

な措置を指示する等、適正な施工監

理を行うべきである。 

工期延長手続について、工期延長申

請書の決裁を部長決裁とすべきとこ

ろを所長決裁としていることから、

「さいたま市事務専決規程」第３条

により、適正に文書処理するべきで

ある。 

今後につきましては、「労働安全衛生規

則」第５１９条に基づき、受注者側に労働者

の安全管理措置を行うように指導を徹底

し、適正な施工監理に努めます。 

今後につきましては、「労働安全衛生規

則」第５２７条に基づき、受注者側に労働者

の安全対策措置を行うように指導を徹底

し、適正な施工監理に努めます。 

 今後につきましては、「さいたま市事務専

決規程」第３条に基づき書類の決裁区分の

確認を徹底し、適正な事務処理を行い、再発

防止に努めます。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[工事] 

まちづくり推進部 

岩槻まちづくり事務所 

・岩槻駅西口土地区画整理事業 区画

道路８号線築造工事（Ｈ３０） 

工期延長手続について、工期延長申

請書の決裁を部長決裁とすべきとこ

ろを所長決裁としていることから、

「さいたま市事務専決規程」第３条

により、適正に文書処理するべきで

ある。 

安全管理について、深さ２ｍ以上の

開削工開口部端に墜落のおそれがあ

ることから、「労働安全衛生規則」第

５１９条に基づき、発注者から囲い

等の設置を指示する等、適正な施工

監理を行うべきである。 

今後につきましては、「さいたま市事務専

決規程」第３条に基づき書類の決裁区分の

確認を徹底し、適正な事務処理を行い、再発

防止に努めます。 

今後につきましては、「労働安全衛生規

則」第５１９条に基づき、受注者側に労働者

の安全管理措置を行うように指導を徹底

し、適正な施工監理に努めます。 



指摘事項措置報告書

環境局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[施設修繕] 

施設部 

クリーンセンター大崎 

・さいたま市クリーンセンター大崎Ｉ

ＮＶ(２号炉用)移設修繕 

監督員の指定について、契約後に行

う通知が見受けられないことから、

「さいたま市施設修繕請負契約基準

約款」第９条により、適正に通知する

べきである。 

今後につきましては、「さいたま市施設修

繕請負契約基準約款」第９条に基づき、通知

いたします。 



指摘事項措置報告書

都市局 

指 摘 事 項 措 置 状 況 

[施設修繕] 

まちづくり推進部 

まちづくり総務課 

・本町３丁目立体駐車場屋上電灯緊急

修繕業務 

完了検査について、仕様書で書類検

査としているが、現地検査を行う必

要があることから、「さいたま市施設

修繕検査要綱」第４条により、適正に

完了検査を行うべきである。 

今後につきましては、「さいたま市施設修

繕検査要綱」第４条に基づき、適正に完了検

査を実施するよう課内にて周知徹底し、再

発防止に努めます。 


